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役員等報酬規程 

 

社会福祉法人 東京コロニー 

（目的） 

第１条 この規程は定款第８，22条に定める、社会福祉法人東京コロニー（以下「当法人」とい

う）の役員等の報酬および交通費等に関する事項を定める。 

（適用範囲） 

第２条 この規程で役員等とは、当法人の理事、監事および評議員をいう。 

（報酬） 

第３条 役員等の報酬は、次のとおりとする。 

  １．理事長の報酬は、別表１「理事長報酬表」により支給する。 

  ２．理事長以外の役員等の報酬は、理事会、評議員会、法人監査等への出席につき別表２「役

員等報酬基準表」により支給する。ただし当法人の従業員・常勤嘱託である役員等には支

給しない。 

（交通費等） 

第４条 理事会、評議員会、法人監査等に出席した役員等に対して交通費実費を支給する。なお、

役員等が法人業務のために活動、出張する場合は、別に定める旅費規程を準用し、旅費に

ついては、従業員で役員を兼ねる者の欄を適用する。 

（従業員の身分を有する理事が理事長となった場合の退職金） 

第５条 従業員の身分を有する理事が理事長となった場合は、従業員の身分を失った時点で退職

金（以下「従業員退職金」）が支給されるが、理事長退任時に、従業員として継続勤務し

たと仮定した場合の退職金との差額分が支給できる。この差額分の支給額は退職金支給規

程の計算方法に基づき以下の金額を上限とする。 

 

     従業員退職時の基本給 × 退職金支給規程の支給率 － 従業員退職金 

                          （注１）     （注２） 

  （注１） 

    支給率のもとになる勤続年数は以下の ｲ）と ﾛ）のうち短い方 

     ｲ) 従業員として採用された日から、理事長退任日までの期間 

     ﾛ) 従業員として採用された日から、満63歳に達した日以後の３月20日までの期間 

  （注２） 

    ﾊ）と ﾆ）の合計額 



   

 役-2 

     ﾊ) 社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づき支給された退職金の額 

    ﾆ) 従業員退職時に支払われた退職金の額 

 

 

附則 

１．この規程の改廃は評議員会がこれを行う。 

２．この規程は1985（昭和60）年６月１日より実施する。 

       1990（平成２）年６月１日変更 

       1991（平成３）年８月17日変更 

       1993（平成５）年３月27日変更 

       1995（平成７）年12月２日変更 

       1997（平成９）年３月15日変更 

       1998（平成10）年３月14日変更 

       2000（平成12）年５月26日変更 

       2001（平成13）年３月３日変更 

       2001（平成13）年８月７日変更 

       2002（平成14）年５月25日変更 

       2002（平成14）年９月７日変更 

       2003（平成15）年３月21日変更 

       2007（平成19）年３月17日変更 

       2012（平成24）年９月16日変更 

       2012（平成24）年11月27日変更 

       2017（平成29）年６月24日変更 

       2022（令和４）年６月25日変更 

 

 

 別表１  理事長報酬表   別表２  役員等報酬基準表  

基  準 支 給 額  基         準 支給額  

年  間 10,000,000円  理事会・評議員会出席等（理事･監事･評議員等）    8,888円  

1993（平成５）年３月27日決定額 監査出席（監事）   22,222円  

 
 


